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①利用者負担の見直し 
 

利用者負担の規定の見直し 
 （課題）累次の対策により、負担上限額は大幅に引き下げられており、実質的に負担能力に応じた負担に

なっているが、法律上は１割負担が原則となっている。 
 

→法律上法律上法律上法律上もももも負担能力負担能力負担能力負担能力にににに応応応応じたじたじたじた負担負担負担負担がががが原則原則原則原則であることをであることをであることをであることを明確化明確化明確化明確化。。。。 

（但し、サービス利用量が少なく、１割負担の方が低い場合には１割） 
 

※例えば、現在､通所サービスの場合、市町村民税非課税世帯の負担限度額は月額１，５００円。 

※利用者の実質負担率２.８２％（H20.11国保連データ） 

 

利用者負担の合算 
（課題）障害福祉サービスと補装具の利用者負担の上限額は、それぞれに別に設定されている。 

 

→高額障害福祉高額障害福祉高額障害福祉高額障害福祉サービスサービスサービスサービス費費費費についてについてについてについて補装具補装具補装具補装具とととと合算合算合算合算することで、利用者の負担を軽減。 

 

②障害者の範囲及び障害程度区分の見直し 
 

障害者の範囲の見直し 
（課題）発達障害は、概念的には精神障害に含まれるが、そのことが明確にされていない。 

 

→障害者自立支援法のサービスをより受けやすくする観点から、発達障害者発達障害者発達障害者発達障害者がががが障害者障害者障害者障害者のののの範囲範囲範囲範囲にににに含含含含まれるまれるまれるまれる

ことをことをことをことを法律上明示法律上明示法律上明示法律上明示。。。。    
    

※発達障害者については、発達障害者支援法が整備され、発達障害の定義規定も置かれている。 

※あわせて、高次脳機能障害が対象となることについて、通知等で明確にする。 

 

障害程度区分の見直し 
（課題）障害程度区分の名称・定義が、標準的な支援の度合を示す区分であることが分かりにくい。 

 

※法律上の規定の見直しと並行して、障害程度区分そのものについても障害の多様な特性を踏まえて抜本的に見

直す。 

※支給決定に当たって、別途障害者を取り巻く環境を勘案することについても、法律上明確化。 


